
社会福祉法人　豊徳会

児童発達支援センターきらり

あり

支援プログラム 令和6年11月1日

HP記載
5領域に沿った支援
言語聴覚士による個別療育、集団療育（月１回程度）

本人支援

家族支援
・定期的な面談、子育てに対する相談支援
・保護者勉強会、交流会の実施
・ご家族（きょうだい児含む）参加型の行事

移行支援

法人理念
豊徳会の『共に生きる』の理念をもとに、さまざまな個性のある児童が発達段階に応じた支援を受けることで、地域でその児童らしく安心
して暮らせる環境作りに取り組むとともに、その家族や居住する地域の社会福祉の増進に寄与する活動を行い、年齢や障がいの有無に関わ
らず、その人がその人らしく生きていける地域づくりを目指します。

・具体的な移行を想定した子どもの発達の評価
・具体的配慮を含めた移行にあたっての環境の評価
・関係機関との連携

支援方針

１．事業所は、障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該障がい児の身体および精神
の状況並びにその置かれている環境に応じ適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
２．障がい児通所支援の実施に当たっては、障がい児の保護者の必要な時に必要な障がい児通所支援の提供ができるよう努めるものとす
る。
３．障がい児通所支援の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障がい児の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービスとの密
接な連携に努めるものとする。
４．前三項のほか、児童福祉法に基づく指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年福岡県条例第58
号）に定める内容のほか、その関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

営業時間 送迎実施の有無

開所日　月～金
　　　（祝日、8/13～8/15、12/30～1/3を除く）
○児童発達支援　9：00～14：30
○放課後等デイサービス　9：00～18：00
○日中一時支援　8：00～18：00

地域支援
地域連携

・保育所等の子育て支援機関との連携
・自立支援協議会への参加
・保育所等訪問の実施
・実習生受け入れ
・カノアラウレアーズ福岡による運動教室
・講師を招いての研修会の開催

職員の質の向上

・自治体、社会福祉協議会、知的障がい者福祉協会等が
開催する研修の参加
・虐待防止、身体拘束に関する研修
・事業所内における研修会の実施
・法人内における事業所間研修、継続研修、
　スキルアップ研修
・AED研修

支　援　内　容



行事 4月 10月

5月 11月

6月 12月

7月 1月

8月 2月

9月 3月

言語聴覚士による集団療育

内科検診・クリスマス会、個別面談（5歳児）

後期保護者勉強会・交流会

節分、個別面談（2～4歳児）、
開放日（放課後デイ）

お別れコンサート、卒園式、
個別面談（放課後デイ）

誕生日会

内科検診・シャボン玉ショー、
個別面談（5歳児）

七夕、きらり祭り

個別面談（2～4歳児）

親子バス遠足、個別面談（放課後デイ）

お茶会

運動教室

～毎月～

絵本の読み聞かせ会

季節に応じた外出活動

豊徳祭

運動会

入園式・進級式

前期保護者勉強会・交流会


